
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みどり豊かな住みよいまちの実現に向けて 

世田谷区 

都市計画決定 平成 29年 3月３日 

世田谷区告示 第１４９号 
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【上用賀四丁目地区 地区街づくり計画】 



●上用賀四丁目地区の地区計画について 

 

■地区計画とは 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■上用賀四丁目地区の地区計画（街づくりのルール）について 

  

目標【街づくりの目標・方向性】 
○どのような目標に向かって地区の街づくりを進めるかを定めます。 

 地
区
計
画 

地区整備計画【街づくりの具体的なルール】 
○道路・公園・広場などの配置や建築物に関する制限を定めます。 

 

方針【街づくりの方針】 
○目標を実現するための方針を定めます。 

地区計画とは、地区ごとに街づくりの目標や方針、建築物等のルールや、道路・公園等を定め、

地区にあった街づくりを進めるための手法です。事業者等は、このルールに従い、新築又は建替え

を行います。 

本地区は、世田谷区中央部、小田急小田原線千歳船橋駅から南へ約１．０ｋｍに位置し、都市計画

公園「上用賀公園」と東京都住宅供給公社用賀住宅等を含む緑豊かで閑静な住宅市街地です。 

区では、地区住民により組織されている上用賀四丁目街づくり協議会より、平成２５年１１月、平

成２７年６月に街づくりの提案をいただき、上用賀四丁目全体の街づくりのルールづくりに取り組ん

でまいりました。 

提案を踏まえ、平成２８年３月に意見交換会、同年７月に素案説明会、同年９月に原案説明会及び

原案の公告縦覧、同年１１月に案の公告縦覧を実施、平成２９年１月の都市計画審議会で諮問・答申

を経て、同年３月３日に決定いたしました。 

上用賀四丁目地区 



■地区計画の目標・方針 ※地区計画と地区街づくり計画の内容は同じです。 

名称 上用賀四丁目地区地区計画 

位置 世田谷区上用賀四丁目及び上用賀六丁目各地内 

面積 約２１．０ｈａ 

地区計画の目標 本地区は、世田谷区中央部、小田急小田原線千歳船橋駅から南へ約１．０ｋｍに位置

し、都市計画公園「上用賀公園」と東京都住宅供給公社（以下「公社」という）用賀住

宅等を含む緑豊かで閑静な住宅市街地である。 

本地区の街づくりに対しては、世田谷区都市整備方針において、アクションエリア「馬

事公苑周辺地区」に位置づけられており、馬事公苑一帯が広域避難場所であることを踏

まえ、災害時に円滑な避難ができるよう、大規模敷地を中心に避難上有効なオープンス

ペースを確保するとともに、周辺の不燃化や安全対策を進めることとしている。 

地区内では、旧財務省用賀住宅跡地が都市計画公園「上用賀公園」の拡張用地として

整備されることが予定されており、オープンスペースの創出による防災性の向上、地区

住民の健康増進や憩いの場の充実が期待される一方で、公社用賀住宅の老朽化やそれに

伴う防災性の低下が課題となっている。 

当地区ではこうした地域の特性と課題を踏まえ、良好な地域環境と調和した適切な公

社用賀住宅の建替えを誘導するとともに、街の将来像を「みどり豊かな住みよいまち 

～みどりの中で、元気いっぱい・豊かな心・住みたい街№１をめざして、百年後にも誇

れる街を作りましょう～」とし、実現に向けた地区計画の目標を以下のとおり定める。 

１ 豊かなみどりを守り育てる街 

２ 閑静で良好な住環境の街 

３ 安全で安心して歩ける街 

４ 歴史と風景を大切にする街 

５ 公園でのコミュニティーを大切にする街 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用

の方針 

地区の特性に応じた適切な土地利用を図るため、次のような土地利用の方針を定め

る。 

１ Ａ地区 

都市計画道路幹線街路補助線街路第５１号線（世田谷通り）に面した利便性を活

かすとともに、後背の住環境等に配慮した幹線沿道地区を形成する。 

２ Ｂ地区 

公園と住宅が調和した地区を形成する。 

３ Ｃ地区 

戸建て住宅や集合住宅が調和した、みどり豊かな閑静で良好な低層住宅地区を形

成する。 

４ Ｄ地区 

周辺の住環境と調和した、ゆとりのある低層の集合住宅による住宅団地地区を形

成する。 

地区施設

の整備の

方針 

良好な市街地環境の形成を図るため、次のような地区施設の整備の方針を定める。 

１ 区画道路 

日常生活の利便性・安全性及び災害時の防災性の向上に資するため、区画道路を

配置する。 

２ 公園 

地区内に存在する公園の維持・保全を図るため、公園を配置する。 

３ 緑地 

道路沿いの並木等の既存樹木の維持・保全を図るため、緑地を配置する。 

４ 広場 

地区住民の憩いの空間となり、防災性の向上に資するため、広場を配置する。 

５ 歩道状空地 

安全で快適な歩行者ネットワークを形成するため、歩道状空地を配置する。 

 

 



■地区計画の方針・地区整備計画（地区施設） 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

建築物等

の整備の

方針 

地区にふさわしい良好な街並み形成を図るため、次のような建築物等の制限を定め

る。 

１ 地区全体の方針 

（１）建築物等の圧迫感を抑え、ゆとりある住環境等の確保を図るため、壁面の位置

の制限を定める。 

（２）良好な都市景観を創出するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

を定める。 

（３）緑豊かな住環境の形成と防災性の向上を図るため、垣又はさくの構造の制限を

定める。 

２ 地区別の方針 

（１）Ａ地区においては、地区の健全な市街地環境の形成を図るため、建築物等の用

途の制限を定める。 

（２）Ａ地区及びＢ地区においては、敷地の細分化に伴う住環境等の悪化を防止する

ため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

（３）Ｄ地区においては、ゆとりある住環境等の確保及び周辺住宅地との調和を図る

ため、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物等の高さの最高限度を定める。 

 

その他当

該地区の

整備、開

発及び保

全に関す

る方針 

１ 地区内では、既存樹木の保全又は移植に努めるとともに、新たな緑化を推進する。

伐採が必要な場合は、既存の緑地面積を確保するよう努める。 

２ 世田谷区みどりの基本条例の届出対象とならない１５０㎡未満の敷地でも、建築物

の敷地内にできるだけ多くの緑を確保するよう努める。 

３ 地上部の緑化のほか、壁面緑化や屋上緑化に努める。 

４ 東京農業大学、馬事公苑から上用賀公園に続くみどりの帯を意識して、防災にも有

益な緑を残すよう努める。 

５ 地区内では、建築物の敷地内に、浸透地下埋設管、浸透ます、透水性舗装、浸透側

溝、貯留施設など、雨水の河川等への流出を抑制するための施設の整備を促進し、

浸水被害の防止に努める。 

６ 谷沢川の水源地の１つとしての地形や自然を保全するよう努める。 

 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

種類 名 称 幅 員 延 長 備 考 

道路 区画道路１号 ８ｍ 約３６０ｍ 既 存 

区画道路２号 ８ｍ 約３５０ｍ 既 存 

区画道路３号 ８ｍ 約３４０ｍ 既 存 

区画道路４号 ６ｍ 約１８０ｍ 既 存 

区画道路５号 ６ｍ 約３６０ｍ 既 存 

区画道路６号 ６ｍ 約６１０ｍ 既 存 

区画道路７号 ６ｍ 約４１０ｍ 既 存 

公園・ 

緑地・ 

広場 

名 称 面 積 備 考 

公園 約２３０㎡ 既 存 

緑地１号 約８００㎡ 既 存 

緑地２号 約６００㎡ 既 存 

広場 約１，０００㎡ 

（２ケ所の合計、１ケ所３００㎡以上） 

新 設 

その他の 

公共空地 

名 称 幅 員 延 長 備 考 

歩道状空地１号 ２ｍ 約１３０ｍ 新 設 

歩道状空地２号 ２ｍ 約７０ｍ 新 設 

 

 



■地区計画の地区整備計画（建築物等に関する事項等） 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の

区分 

名称 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 Ｄ地区 

面積 約０．９ｈａ 約５．１ｈａ 約１３．７ｈａ 約１．３ｈａ 

建築物等

の用途の

制限 

次に掲げる建築物は

建築してはならない。 

１ 建築基準法（昭和

２５年法律第２０１

号。以下「法」とい

う。）別表第２（ほ）

項第二号に規定する

マージャン屋、ぱち

んこ屋、射的場、勝

馬投票券発売所、場

外車券売場その他こ

れらに類するもの 

― 

建築物の

建ぺい率の

最高限度 

― 

 

４／１０ 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

 

８０㎡ ― 

壁面の位

置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線ま

での距離は０．５ｍ以上とする。ただし、法別表第２（い）

項第九号に規定する巡査派出所、公衆電話所その他これらに

類するもので、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号。以下「法施行令」という。）第１３０条の４に定める公

益上必要な建築物には適用しない。 

建築物の外壁又はこれ

に代わる柱の面から隣地

境界線及び道路境界線ま

での距離は５ｍ以上とす

る。ただし、法別表第２

（い）項第九号に規定す

る巡査派出所、公衆電話

所その他これらに類する

もので、法施行令第１３

０条の４に定める公益上

必要な建築物には適用し

ない。 

建築物等

の高さの

最高限度 
― 

建築物の各部分の高さ

は、当該部分から隣地境

界線までの真北方向の水

平距離に０．５を乗じた

値に４ｍを加えた値以下

とする。（北側斜線） 

建築物等の

形態又は色

彩その他の

意匠の制限 

１ 建築物等の形態、色彩、意匠は、周辺環境と調和したものとする。 

２ 屋外広告物等の形態、色彩、意匠は周辺の街並みに配慮したものとする。また、腐

朽し、腐食し、又は破損しやすい材料を使用してはならない。 

垣又はさくの

構造の制限 

道路に面して垣又はさくを設ける場合は、生垣又は透視可能なさくとする。ただし、

高さが０．６ｍ以下の部分についてはこの限りでない。 

土地の利用に

関する事項 

１ 建築物の敷地内では、既存樹木の保全に努めるとともに、敷地内緑化、屋上緑化、

壁面緑化などにより、新たな緑化の創出に努める。 

２ 建築物の敷地内に、浸透地下埋設管、浸透ます、透水性舗装、浸透側溝、貯留施設

など、雨水の河川等への流出を抑制するための施設整備に努める。 

 



■計画図（地区の区分及び地区施設の配置） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

上記の地図は、いずれも東京都縮尺 1/2,500 地形図（平成 23 年度版）を使用したものである。（２７都市基交測第９号・MMT 利許第

23033号-36）（承認番号）)２７都市基街都第１０７号、平成２７年７月１４日」 



 

●記載内容の解説 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

地区計画の具体的なルールについては、 
以下の２種類があります。 

 
１．地区全体に共通する ２．地区の区分ごとの 

ルール         ルール 
 

 
 
 

 

ルール ルール 

  垣又はさくの構造の制限（地区全体） 

●道路に面する場所に垣又はさくを設ける場合は、生垣又は透

視可能なさくとする。ブロックなどを設置する場合は６０ｃｍ以下

とする。 

 
●建築物等の形態、色彩、意匠は周辺環境と調和したものと 

する。 

 

●屋外広告物等の形態、 

色彩、意匠は周辺の 

街並みに配慮したも 

のとする。 

 

●樹木の保全 

建物を新築・建替えなどする場合は、既存の樹木は保全又は移植に努

める。伐採が必要な場合は、既存の緑地面積を確保するよう努める。 

●敷地内の緑の確保 

世田谷区みどりの基本条例の届出 

対象とならない１５０㎡未満の敷地で 

も、建築物の敷地内にできるだけ多く 

の緑を確保するよう努める。 

●壁面緑化・屋上緑化 

地上部の緑化のほか、壁面緑化や 

屋上緑化に努める。 

建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限（地区全体） 

緑化の保全・創出（地区全体） 

●マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外

車券売場その他これらに類するものの建築を制限する。 

※Ｂ、Ｃ、Ｄ地区は現行の規制で既に建築を制限されています。 

建築物等の用途の制限（Ａ地区） 

●建築物の敷地面積の最低限度を８０㎡以上とする。 

※Ｃ、Ｄ地区は現行の規制で 80㎡以上とすることとされています。 

敷地面積の最低限度（Ａ地区、Ｂ地区） 

道 

路 

道 

路 

道 

路 

●建築物の壁面又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの

距離は、５０ｃｍ以上とする。 

壁面の位置の制限（Ａ地区、Ｂ地区、Ｃ地区） 

●高さ１０ｍの 

建物を建て 

る場合、現 

行の規制よ 

り、３．７ｍ 

後退するこ 

ととなります。 

 

高さの制限：北側斜線制限の強化（Ｄ地区） 

（Ｄ地区のみ） 



 

●届出について
 

  

地区計画が定められた地区では、次の行為に着手する３０日前までに、 
街づくり課へ届出が必要です。  
 

１．土地の区画形質の変更  

・道路の新設、拡幅、廃止又は変更 

・一団の土地を分割して２つ以上の宅地として利用するもの 

・宅地以外の土地を宅地として利用するもの 

・土地の切土、盛土 

 

２．建築物の建築又は工作物の建設 

建築物の新築、増築、改築、移転及び門、塀、擁壁、広告塔等を建設する場合など 

  

３．建築物等の用途の変更 

住宅を店舗にしたり、車庫を倉庫にするなど、建築物の全部または一部の使い方を変える場合など 

  

４．建築の形態又は色彩その他の意匠の変更 

  建築物、門、塀、その他の工作物の高さ、その他の寸法、形状、色彩を変える場合など 

  

 

 

 ■事前相談から工事着手までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 
世田谷区玉川総合支所  住 所：世田谷区等々力 3−4−1 

街づくり課       電 話：（03）3702－4539 

    ファクシミリ：（03）3702－0942 

調査・相談 地区計画の届出 建築確認申請 

玉川総合支所 街づくり課 
建築主事（都・区）また
は指定確認検査機関 

確
認
済
証
交
付 

確
認
申
請
書
提
出 

【
適
合
通
知
書
の

写
し
を
添
付
】 

適
合
通
知
書
交
付

又
は
要
請
・勧
告 

届
出
書
を
提
出 

 

事前相談 

３０日以上 

 

 

工事着手 


